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将来人口の動向（市町村の人口規模別）
• 2050年には人口１万人未満の市町村が４割を超える。
• 人口１万人未満の市町村の人口減少率は４割を上回る。

（備考）総務省「国勢調査」、国立社会保障人口問題研究所「地域別将来人口推計（2023
年推計）」より内閣府作成

（備考）内閣府「経済財政諮問会議」（2024年４月21日）資料４
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官公需の価格転嫁について

（備考）「第２回 賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」（令和８年４月６日）資料２、資料３
「日本成⾧戦略会議（第４回）」（令和８年４月２２日）資料４ 2

• 地域経済への影響が大きな官公需における価格転嫁・取引適正化について、国の地方支分部局・独法、地方自
治体等の取組を徹底していくことが必要。

• このため、「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」（令和８年４月６日）を着実に実行すべき。

価格転嫁率の状況 価格転嫁が認められた割合 地方の低入札価格調査・最低制限価格制度の導入状況
（出所）令和7年9月総務省調査
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応じる条項があるか

n=196

全く転嫁できず
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• 国等の契約の基本方針で定められている措置のうち、特に取り組むべき措置（※）が国等・地方公共団体におい
て2027年度末までに100％実施されるよう、フォローアップを徹底。

• 労務費や資材価格の上昇を踏まえ官公需の単価・予算を見直すとともに、総合評価落札方式の適用拡大等を推進。
• 地方公共団体のコスト増への対応として地方財政計画の歳出を増額。地方公共団体の官公需における価格転嫁の
取組状況の普通交付税算定への反映を予定。

• 価格転嫁の取組状況が芳しくない自治体に対し個別に改善指導を実施。改善が具体的に確認されるまでフォロー
アップを行い、改善事例等を有効活用。

• 燃料小売業については４月中、印刷業については夏頃を目途に、費用の積算等の作成時に活用可能な基準を各省
へ通知できるよう検討。

※ 労務費、原材料費、エネルギーコスト等の上昇へ対応するための体制の整備及び契約書への明記、知的財産権の取扱いに関する受託事業者への配慮、発
注に当たって作成する予定価格へ最新の実勢価格を反映、入札を実施する際の低入札価格調査制度または最低制限価格制度の活用等

官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プランの策定・実行等
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（備考）国債金利情報（財務省）、国民経済計算（内閣府）より内閣府作成。名目利回
りは、財務省の国債金利情報の10年国債（各年末日）による。実質利回りは、
名目利回りーGDPデフレータ上昇率による。

社会的割引率について

費用便益比の算定における
費用と便益の現在価値化のイメージ
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• 社会的割引率とは、時間軸上の価値を補正するもので、同じ財の現在と将来の交換比率。
• 現在の社会的割引率は2004年時点の10年物国債の実質利回りを参考に４％として設定。
• ４％に加え、2024年度新規事業より、参考比較の値として１％と２％を適用。

（備考）国土交通省「公共事業評価手法研究委員会」（令和２年６月26日）資料２
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自治体DXの推進について

（備考）「経済・財政新生計画 進捗管理・点検評価表2025」（令和７年12月25日経済財政諮問会議）、総務省「自治体フロントヤード改革手順書」を基に内閣府作成
4

• 自治体DXの推進により、職員の行政手続きの処理時間のみならず、住民の行政手続きに係る時間の削減につ
ながり、行政サービスの効率化・質の向上が期待できる。

• 総合的なフロントヤード改革に取り組んでいる自治体は限定的であるなど、その進捗は道半ば。

2023年度【実績】195団体 人口カバー率22％

2024年度【実績】262団体 人口カバー率29％

2027年度【目標】340団体 人口カバー率50％

2024年度【実績】125万時間/年

2027年度【目標】170万時間/年

2024 年度【実績】 405 万時間/年

2027 年度【目標】 554 万時間 /年

総合的なフロントヤード改革に
取り組んでいる自治体数

総合的なフロントヤード改革により削減される
職員の行政手続きの処理に係る時間

総合的なフロントヤード改革により削減される
住民の行政手続きに係る時間

X市
（人口５万人程度）

約3,200時間/年
【労働時間1.8人分相当】

職員の負担軽減
（手続時間の削減）

（移動時間の削減）約12,200時間/年

（手続時間の削減）約1,000時間/年

住民サービスの
向上

オンライン申請：54分削減/件
証明書自動交付：36分削減/件

書かない窓口：２分削減/件

（注）「マイナポータルを活用した電子申請サービス」、「書かない窓口」、「コンビニ交付」等を導入している自治体
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国・都道府県・市町村の役割分担について

• 地方分権改革の下で整理された役割分担の原則（市町村中心の完結的な業務遂行、国・都道府県の補完的な
役割）を見直し、国・都道府県・市町村の役割分担の在り方を再定義すべき。

• 各行政分野（福祉、教育、インフラ等）における効率的な行政事務の手法を整理する必要。

（分析例）介護サービス事業者の運営指導
・中小規模の市町村では事務量が小さくノウハウの蓄積が困難。

・実地検査は数年に一回であり、日常的な実地性は高くない。

・事業者指導については、市町村のほか都道府県も同種の事務を
行っている。民間にも事務受託法人が存在する。

＜検討の視点＞ ＜研究会で課題分析のために取り上げた行政分野（10分野）＞
（福祉）介護保険、国民健康保険、老人福祉施設、保育
（教育）小中学校教育 （インフラ）道路、上下水道 （農業）鳥獣被害対策
（環境）地球温暖化対策 （消費者）消費生活相談

人口減少下における事務処理に関する課題と対応







地方分権改革の下での役割分担の基本的な考え方

＜市町村中心の完結的な業務執行＞

〇「基礎自治体（市町村）優先の原則」をこれまで以上に実
現。基礎自治体に対しては、積極的に事務や権限を移譲。

（第27次地制調答申（平成15年11月）

＜国・都道府県の補完的な役割＞
〇 国は本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行
政はできる限り地方公共団体に委ねることが基本。

（地方自治法第１条の２第２項）
〇 都道府県は、その規模又は性質において、一般の市町村が

処理することが適当でないものについて、補完的に処理。
（地方自治法第１条の２第２項）

（備考）総務省「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会報告書」、「第34次地方制度調査会第１回専門小委員会」資料１を基に内閣府作成

①事務量

②事務内容 (事務の性質、事務内容の共通性）

③事務処理に必要なリソース (専門性、経験・知識）

④その他事務処理のあり方（対面・実地、地域の特性）


